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(57)【要約】
【課題】　トレッドパターンの適正化を図ることにより
、ジグザグ溝に沿ったリブ状陸部の上縁部分に発生する
リバーウェアを抑制して耐久性を向上させた空気入りタ
イヤを提供する。
【解決手段】　トレッド部１に、ジグザグ状に屈曲しな
がらタイヤ周方向に沿って延びるジグザグ溝である中央
主溝２と、中央主溝２の両側に位置しタイヤ周方向に沿
って延びる一対の側方主溝３ａ、３ｂとを配設し、中央
主溝２と両側方主溝３ａ、３ｂの間に一対の中央陸部４
ａ、４ｂを区画形成する。中央陸部４ａ、４ｂが、中央
主溝２の屈曲部５の第１頂点６と側方主溝３ａ、３ｂの
間に、中央陸部４ａ、４ｂを横切って延びる断面凹状の
段差陸部７ａ、７ｂを有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
トレッド部に、ジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延びるジグザグ溝である
中央主溝と、該中央主溝の両側に位置しタイヤ周方向に沿って延びる一対の側方主溝とを
配設し、中央主溝と両側方主溝の間に一対の中央陸部を区画形成し、該中央陸部が、中央
主溝の屈曲部の第１頂点と側方主溝の間に、中央陸部を横切って延びる断面凹状の段差陸
部を有することを特徴とする空気入りタイヤ。
【請求項２】
段差陸部は曲線状の延在形状を有する請求項１記載の空気入りタイヤ。
【請求項３】
段差陸部は、中央陸部踏面からのタイヤ径方向段差が中央主溝の溝深さの５０％以下であ
る請求項１又は２記載の空気入りタイヤ。
【請求項４】
段差陸部をタイヤ周方向に沿って測定したときの幅が段差陸部の配設ピッチの２０％以下
である請求項１～３のいずれか一項記載の空気入りタイヤ。
【請求項５】
中央主溝の屈曲部の第２頂点から略タイヤ幅方向に延び中央陸部内で終端する第１浅溝及
び／又は第１サイプを配設する請求項１～４のいずれか一項記載の空気入りタイヤ。
【請求項６】
第１浅溝の溝深さが中央主溝の溝深さの５０％以下である請求項５記載の空気入りタイヤ
。
【請求項７】
第１浅溝をタイヤ周方向に沿って測定したときの開口溝幅が段差陸部の配設ピッチの４０
％以下である請求項５又は６記載の空気入りタイヤ。
【請求項８】
第１浅溝をタイヤ幅方向に沿って測定したときの溝長さが、中央主溝をタイヤ幅方向に沿
って測定したときの溝幅の５０％以下である請求項５～７のいずれか一項記載の空気入り
タイヤ。
【請求項９】
側方主溝が、ジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延びるジグザグ溝であり、
中央陸部内にて、中央主溝の屈曲部の第２頂点と対向して位置する側方主溝の屈曲部の第
３頂点に第２浅溝を配設する請求項１～８のいずれか一項記載の空気入りタイヤ。
【請求項１０】
側方主溝が、略タイヤ周方向に沿って直線状に延びるストレート溝であり、この溝壁から
略タイヤ幅方向に延び陸部内で終端する複数本の第２サイプを具える請求項１～８のいず
れか一項記載の空気入りタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、トレッド部に、ジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延びるジ
グザグ溝である中央主溝と、その両側に位置しタイヤ周方向に沿って延びる一対の側方主
溝とを配設した、いわゆるリブパターンを有する空気入りタイヤ、特に小型トラック、ト
ラック及びバス用等の重荷重用タイヤに関し、かかるタイヤに特有の偏摩耗であるリバー
ウェアを抑制して耐久性の向上を図る。
【背景技術】
【０００２】
　トレッド部にリブパターンを有する空気入りタイヤには、周方向に沿って延びる主溝を
ジグザグ溝とすることで、タイヤ幅方向とタイヤ周方向のエッジ成分を有効に増やし、ウ
ェット路面でのトラクション性及び走行安定性を向上させたものがある（例えば特許文献
１及び２参照）。かかるタイヤ、特に小型トラック、トラック及びバス用等の重荷重用タ
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イヤでは、ジグザグ溝の主溝に沿った側壁を有するリブ状陸部は、ジグザグ溝の屈曲部に
対応する角部がサイドフォースにより摩耗し、次いでこの摩耗した部分がタイヤの転動に
伴って引きずられて、この角部を起点としてリブ状陸部の上縁部分の全周にわたっていわ
ゆる自励摩耗が広がるため、リブ状陸部の他の部分よりも早く摩耗する、いわゆるリバー
ウェアと呼ばれる偏摩耗が発生し、これは耐久性やタイヤ外観を低下させるという問題が
あった。
【０００３】
　かかるリバーウェアを防止するため、例えば特許文献３には、タイヤ円周方向に連続す
るジグザグ状の主溝を具え、主溝の溝壁の傾斜角度がジグザグ状の主溝に沿って変化し、
タイヤ回転軸中心を通る平面内でトレッド表面に垂直な法線に対する溝壁の傾斜角度が主
溝に面するリブの谷部付近で最小に、山部付近で最大に設定されたタイヤが記載されてい
る。かかるタイヤでは、リブ状陸部の角部の剛性を低下させることにより、サイドフォー
スが加わった際に角部が摩耗することを抑制することができるので、トレッド部の側方域
に位置するリブ状陸部の上縁部分で発生するリバーウェアを抑制することはできるが、側
方域に比べて接地圧が高く、したがって少しの角部の摩耗からでも自励摩耗が進展しやす
いトレッド部の中央域に位置するリブ状陸部の上縁部分で発生するリバーウェアを有効に
抑制することはできなかった。
【特許文献１】特開昭５５－１４０６０６号公報
【特許文献２】特開昭６０－１８９６０７号公報
【特許文献３】特開昭６０－１９７４０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、この発明の目的は、トレッドパターンの適正化を図ることにより、ジグザ
グ溝に沿ったリブ状陸部の上縁部分に発生するリバーウェアを抑制して耐久性を向上させ
た空気入りタイヤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、この発明は、トレッド部に、ジグザグ状に屈曲しながらタ
イヤ周方向に沿って延びるジグザグ溝である中央主溝と、該中央主溝の両側に位置しタイ
ヤ周方向に沿って延びる一対の側方主溝とを配設し、中央主溝と両側方主溝の間に一対の
中央陸部を区画形成し、該中央陸部が、中央主溝の屈曲部の第１頂点と側方主溝の間に、
中央陸部を横切って延びる断面凹状の段差陸部を有することを特徴とする空気入りタイヤ
である。
【０００６】
　ここで、中央主溝の屈曲部において、中央陸部に向かって凸状に屈曲する側の溝壁の屈
曲点のことを「第１頂点」といい、第１頂点と対向し、中央陸部に向かって凹状に屈曲す
る側の溝壁の屈曲点のことを「第２頂点」というものとする。
【０００７】
　また段差陸部は曲線状の延在形状を有することが好ましい。
【０００８】
　さらに段差陸部は、中央陸部踏面からのタイヤ径方向段差が中央主溝の溝深さの５０％
以下であることが好ましい。
【０００９】
　さらにまた段差陸部をタイヤ周方向に沿って測定したときの幅が段差陸部の配設ピッチ
の２０％以下であることが好ましい。
【００１０】
　加えて中央主溝の屈曲部の第２頂点から略タイヤ幅方向に延び中央陸部内で終端する第
１浅溝及び／又は第１サイプを配設することが好ましい。なお第１浅溝については、第１
浅溝の溝深さが中央主溝の溝深さの５０％以下であること、第１浅溝をタイヤ周方向に沿
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って測定したときの開口溝幅が段差陸部の配設ピッチの４０％以下であること、第１浅溝
をタイヤ幅方向に沿って測定したときの溝長さが、中央主溝をタイヤ幅方向に沿って測定
したときの溝幅の５０％以下であることがさらに好ましい。
【００１１】
　高いトラクション性が重視される場合には、側方主溝を、ジグザグ状に屈曲しながらタ
イヤ周方向に沿って延びるジグザグ溝とし、中央陸部内にて、中央主溝の屈曲部の第２頂
点と対向して位置する側方主溝の屈曲部の第３頂点に第２浅溝を配設することが好ましい
。
【００１２】
　ここで、側方主溝の屈曲部において、中央陸部に向かって凸状に屈曲する側の溝壁の屈
曲点のことを「第３頂点」というものとする。
【００１３】
　偏摩耗の発生を抑制することが重視される場合には、側方主溝を、略タイヤ周方向に沿
って直線状に延びるストレート溝とし、この溝壁から略タイヤ幅方向に延び陸部内で終端
する複数本の第２サイプを具えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、トレッドパターンの適正化を図ることにより、ジグザグ溝に沿った
リブ状陸部の上縁部分に発生するリバーウェアを抑制して耐久性を向上することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ、この発明の実施の形態を説明する。図１はこの発明に従う代
表的な空気入りタイヤ（以下「タイヤ」という。）のトレッド部の一部の展開図である。
【００１６】
　図１に示すタイヤは、トレッド部１に、ジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿っ
て延びるジグザグ溝である中央主溝２と、中央主溝２の両側に位置しタイヤ周方向に沿っ
て延びる一対の側方主溝３ａ、３ｂとを配設し、中央主溝２と両側方主溝３ａ、３ｂの間
に一対の中央陸部４ａ、４ｂを区画形成する。中央陸部４ａ、４ｂが、中央主溝２の屈曲
部５の第１頂点６と側方主溝３ａ、３ｂの間に、中央陸部４ａ、４ｂを横切って延びる断
面凹状の段差陸部７ａ、７ｂを有する。
【００１７】
　以下、この発明が上記構成を採用するに至った経緯を作用とともに説明する。
　前述のとおり、トレッド部に、ジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延びる
ジグザグ溝を配設したタイヤでは、ジグザグ溝の主溝に沿ったリブ状陸部の上縁部分にリ
バーウェアが発生する。この原因は、リブ状陸部に力が加わると、ジグザグ溝の屈曲部が
リブ状陸部に向かって突出した第１頂点に応力が集中し、中央陸部の、この第１頂点に対
向する部分が他の陸部部分に比べてひきずり変形して早く摩耗し、ジグザグ溝の屈曲部の
頂点を起点としてリバーウェアが進展する。このリバーウェアは、特に高いトラクション
性を得るために、ジグザグ溝の振幅を大きくすることでエッジ成分を増やしたタイヤで顕
著に発生する。
【００１８】
　そこで発明者は、中央陸部４ａ、４ｂに、中央主溝２の屈曲部５の第１頂点６から中央
陸部４ａ、４ｂを横切って延び側方主溝３ａ、３ｂに達し、陸部高さが他の部分の陸部高
さより低い、すなわち断面が凹状の段差陸部７ａ、７ｂを配設すれば、引きずり変形しや
すい中央陸部４ａ、４ｂの第１頂点６に対向する部分が初めから接地しなくなるため、中
央陸部４ａ、４ｂの早期偏摩耗が抑制できると同時に、中央陸部４ａ、４ｂが段差陸部７
ａ、７ｂで細分化されているため、陸部剛性の均一化が図られる結果、中央陸部４ａ、４
ｂのねじれを抑制し、引きずり作用による摩耗の拡大を防止することができることを見出
し、この発明を完成させるに至ったのである。



(5) JP 2008-273227 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

【００１９】
　図２はこの発明に従う他のタイヤのトレッド部の一部の展開図であり、図３は図２の領
域Ｉの拡大図である。段差陸部７ａ、７ｂは、図２及び図３に示すように、曲線状の延在
形状を有することが好ましい。中央主溝２と段差陸部７ａ、７ｂとにより、中央陸部４ａ
、４ｂには図３の斜線で示されるような角部８が形成されるが、かかる角部８には応力が
集中しやすく、早期偏摩耗が発生しやすい。そこで段差陸部７ａ、７ｂを曲線状の延在形
状とすることで角部８をなくせば、より一層リバーウェアの発生を抑制することができる
。
【００２０】
　図４は図１のＡ－Ａ線上の断面図である。段差陸部７ａ、７ｂは、中央陸部踏面９から
のタイヤ径方向段差Ｄｓが中央主溝２の溝深さＤｍの５０％以下であるであることが好ま
しい。段差Ｄｓが溝深さＤｍの５０％を超える場合には中央陸部４ａ、４ｂの剛性が低下
しすぎ、中央陸部４ａ、４ｂ全体の摩耗が早期に発生し、耐久性が低下するからである。
またタイヤ摩耗時にもエッジ成分を確保する観点からは、段差Ｄｓが溝深さＤｍの５％以
上であることが好ましい。
【００２１】
　さらに段差陸部７ａ、７ｂをタイヤ周方向に沿って測定したときの幅Ｗｓが段差陸部７
ａ、７ｂの配設ピッチＰｓの２０％以下であることが好ましい。段差陸部７ａ、７ｂの幅
Ｗｓが配設ピッチＰｓの２０％を超える場合には中央陸部４ａ、４ｂが路面と接触する際
に発生する打撃音が大きくなり、ロードノイズが増加するからである。
【００２２】
　図５及び図６はこの発明に従う他の空気入りタイヤのトレッド部の一部の展開図である
。図５及び図６に示すように、中央主溝２の屈曲部５の第２頂点１０から略タイヤ幅方向
に延び中央陸部４ａ、４ｂ内で終端する第１浅溝及び／又は第１サイプ（図５では第１浅
溝１１、図６では第１サイプ１２）を配設することが好ましい。第１頂点６に比較すると
程度は低いものの、第２頂点１０もリバーウェアの発生の核となり得るので、このように
第１浅溝１１及び／又は第１サイプ１２を配設して陸部の剛性を適正化することにより、
この第２頂点１０がリバーウェアの発生の核となるのを防止することができるからである
。
【００２３】
　図７は図５のＢ－Ｂ線上の断面図である。図５のように第２頂点１０に第１浅溝１１を
配設する場合には、図７に示すように、第１浅溝１１の溝深さＤａが中央主溝２の溝深さ
Ｄｗの５０％以下であることが好ましい。溝深さＤａが溝深さＤｍの５０％を超える場合
には中央陸部４ａ、４ｂの剛性が低下しすぎ、中央陸部４ａ、４ｂ全体が早期に摩耗し、
タイヤの耐久性が低下するからである。またタイヤ摩耗時にも適正な剛性を確保する観点
からは、溝深さＤａが溝深さＤｍの５％以上であることが好ましい。
【００２４】
　また第１浅溝１１をタイヤ周方向に沿って測定したときの開口溝幅Ｗａが段差陸部７ａ
、７ｂの配設ピッチＰｓの４０％以下であることが好ましい。第１浅溝１１の開口溝幅Ｗ
ａが段差陸部７ａ、７ｂの配設ピッチＰｓの４０％を超える場合には中央陸部４ａ、４ｂ
が路面と接触する際に発生する打撃音が大きくなり、ロードノイズが増加するからである
。
【００２５】
　さらに第１浅溝１１をタイヤ幅方向に沿って測定したときの溝長さＬａが中央主溝２を
タイヤ幅方向に沿って測定したときの溝幅Ｗｍの５０％以下であることが好ましい。第１
浅溝１１の溝長さＬａが中央主溝２の溝幅Ｗｍの５０％を超える場合には中央陸部４ａ、
４ｂが路面と接触する際に発生する打撃音が大きくなり、ロードノイズが増加するからで
ある。また第２頂点１０の剛性を適正に保つ観点からは、溝長さＬａが配設ピッチＰｓの
５％以上であることが好ましい。
【００２６】
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　高いトラクション性が重視される場合には、図５に示すように側方主溝３ａ、３ｂをジ
グザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延びるジグザグ溝とし、中央陸部４ａ、４
ｂ内にて、中央主溝２の屈曲部５の第２頂点１０と対向して位置する側方主溝３ａ、３ｂ
の屈曲部の第３頂点１３に第２浅溝１４を配設することがさらに好ましい。側方主溝３ａ
、３ｂもジグザグ溝とすることでエッジ成分が増加しタイヤのトラクション性を向上させ
ることができるが、この場合には側方主溝３ａ、３ｂの第３頂点１３もリバーウェアの発
生の核となり得る。そこでこ第３頂点１３にも第２浅溝１４を設けて側方主溝３ａ、３ｂ
の第３頂点１３においても中央陸部４ａ、４ｂの剛性の適正化を図れば、リバーウェアの
発生を抑制しつつトラクション性を向上させることができるからである。この場合には、
第１浅溝１１について説明したと同様の理由で、第２浅溝１４は、溝深さが側方主溝３ａ
、３ｂの溝深さＤｍの５０％以下であり、開口溝幅が段差陸部７ａ、７ｂの配設ピッチＰ
ｓの４０％以下であることがさらに好ましい。
【００２７】
　一方、偏摩耗の発生を抑制することが重視される場合には、図６に示すように、側方主
溝３ａ、３ｂを略タイヤ周方向に沿って直線状に延びるストレート溝とし、この溝壁から
略タイヤ幅方向に延び中央陸部４ａ、４ｂ又は側方陸部１５ａ、１５ｂ内で終端する複数
本の第２サイプ１６を具えることが好ましい。側方主溝３ａ、３ｂをストレート溝とする
ことでリバーウェアの発生の核となる屈曲部を無くすことができる上、第２サイプ１６を
配設することで陸部４ａ、４ｂ、１５ａ、１５ｂの剛性を適正に保つことができ、より一
層確実にリバーウェアの発生を抑制することができるからである。
【００２８】
　なお、上述したところは、この発明の実施態様の一部を示したにすぎず、請求の範囲に
おいて種々の変更を加えることができる。例えば図２及び図３では、段差陸部はタイヤ幅
方向内側部分のみが曲線状と延在形状を有しているが、図６及び図８に示すように、その
全体が曲線状の延在形状であってもよい。
【実施例】
【００２９】
　次に、この発明に従うタイヤを試作し、性能評価を行ったので、以下に説明する。
【００３０】
　実施例１～５のタイヤは、タイヤサイズが１２００Ｒ２４の重荷重用タイヤであり、そ
れぞれ図１、図２、図５、図６及び図８に示すトレッドパターン、及び表１に示す諸元を
有する。
【００３１】
　比較のため、タイヤサイズが実施例１～４のタイヤと同じであり、表１に示す諸元を有
するものの、図９に示すように、リブ状の中央陸部１０１ａ、１０１ｂが段差陸部を有し
ていないタイヤ（従来例）についても併せて試作した。
【００３２】
　前記各供試タイヤをリムサイズが８．５０Ｖ×２４のリムに取り付けてタイヤ車輪とし
、空気圧：７７５ｋＰａ（相対圧）、タイヤ負荷荷重：２７ｋＮを適用し、速度：１００
ｋｍ／ｈの条件下でドラム試験機上を１ヶ月間走行させた後、中央陸部の、中央主溝及び
側方主溝に接する側にそれぞれ発生したリバーウェア（ＲＲＷ）の幅及び深さを測定した
。この評価結果を表１に示す。なお表１の評価結果はいずれも、比較例のタイヤの評価結
果を１００としたときの指数比で示しており、数値が小さいほどリバーウェアの発生が少
ない。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　表１に示す評価結果から、実施例１～５のタイヤはいずれも、従来例のタイヤに比べて
リバーウェアの発生が抑制されており、耐久性に優れることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　この発明により、トレッドパターンの適正化を図ることにより、ジグザグ溝に沿ったリ
ブ状陸部の上縁部分に発生するリバーウェアを抑制して耐久性を向上させた空気入りタイ
ヤを提供することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】この発明に従う代表的な空気入りタイヤのトレッド部の一部の展開図である。
【図２】実施例２のタイヤのトレッド部の一部の展開図である。
【図３】図２の領域Ｉの拡大図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線上の断面図である
【図５】実施例３のタイヤのトレッド部の一部の展開図である。
【図６】実施例４のタイヤのトレッド部の一部の展開図である。
【図７】図５のＢ－Ｂ線上の断面図である。
【図８】実施例５のタイヤのトレッド部の一部の展開図である。
【図９】従来例のタイヤのトレッド部の一部の展開図である。
【符号の説明】
【００３７】
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　１　トレッド部
　２　中央主溝
　３ａ、３ｂ　側方主溝
　４ａ、４ｂ　中央陸部
　５　中央主溝の屈曲部
　６　第１頂点
　７ａ、７ｂ　段差陸部
　８　角部
　９　中央陸部踏面
１０　第２頂点
１１　第１浅溝
１２　第１サイプ
１３　第３頂点
１４　第２浅溝
１５ａ、１５ｂ　側方陸部
１６　第２サイプ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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